
船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり
．．

養殖施設損傷 

発生日時 平成２９年１２月１１日 １４時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県赤穂市赤穂港南方沖 

 赤穂御埼
み さ き

灯台から真方位２１７°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°４２.８′ 東経１３４°２３.６′） 

事故の概要  プレジャーボートスタイリッシュⅢは、西南西進中、のり
．．

養殖施設

に乗り入れ、の
．
り
．
養殖施設が損傷した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート スタイリッシュⅢ、５トン未満（長さ８.６４

ｍ） 

 ２７１－２６９５９兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

のり
．．

養殖施設 のり
．．

網に破損、のり
．．

網の固定用錨索に切損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、岡山県備前市鴻
こう

島の私設桟橋に向

けて赤穂港東方沖を南西進中、波浪が大きくなったので、ふだんより

陸岸寄りの進路で航行していた。 

 船長は、約１週間前に航行したときにのり
．．

網が設置されていなかっ

たので、のり
．．

網が設置されていないものと思い、ＧＰＳプロッターに

表示されたのり
．．

養殖施設の設置区域を横切る進路で航行することとし

た。 

 本船は、赤穂港南方沖を約５ノットの対地速力で手動操舵により西

南西進中、船長が、左舷前方にのり
．．

網の存在を示す標識を認め、左舵

一杯を取ったものの、のり
．．

養殖施設に乗り入れた。  

分析  本船は、赤穂港南方沖を西南西進中、船長が、のり
．．

養殖施設の設置

区域にのり
．．

網が設置されたことを知らなかったことから、のり
．．

養殖施

設の設置区域を横切る進路で航行し、のり
．．

養殖施設に乗り入れ、のり
．．

養殖施設が損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が赤穂港南方沖を西南西進中、船長が、のり
．．

養殖施

設の設置区域にのり
．．

網が設置されたことを知らなかったため、のり
．．

養

殖施設の設置区域を横切る進路で航行し、のり
．．

養殖施設に乗り入れた

ことにより発生したものと考えられる。 



参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・養殖施設、定置網等の設置区域付近を航行する際は、過去に網等

が設置されていなかったとしても、時期による設置状況を地元の

漁業協同組合に確かめるなど、水路調査を適切に行うこと。 

 


